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(裏
)

(※
)
金
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市
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関
等
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、
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機

関
、
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沢
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理
金

融
機

関
、

金
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令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

(表)

税額決定
年度市民税 ・県民税 通知書(税額変更)

納税

賦課期 日現在の住所

2 理由

3 徴収方法ごと内訳

様

恒主
あなたの市民税 ・県民税額を次のとおり変更(決定)したので、

地方税法第41条、第319条の2及び第321条の 7の5の規定により通
知します。各期別ごとの差引納付額をそれぞれの納期限までに金沢
市指定金融機関等に納めてください。

年 月 日

金沢市長 固

1 市民税及び県民税の合計年税額

市民税及び県民税の合計年税額

円

給与から特別徴収の方法に

よって徴収する額 円
徴 収 方

公的年金から特別徴収の方
法 ご と

年税額
法によって徴収する額 円

普通徴収の方法によって徴

収する額 円

( 1 ) 普通徴収 。納付書又は口座振替により納める方法です。

目変更前期割額(円)I変更後期割額(円)I充当額・納付済額(円)I 差引納付額(円)

普通徴収税額計

口座情報

「一 -1ii融機関名 預金種 目

口座名義人 口座番号

振替方法

(2 ) 公的年金からの特別徴収 。公的年金の支払の際に、次の公的年金からその支払者が徴収(引き去り)します。

支払者の名称、

支払者の法人番号

徴収方法 徴収月

仮特別徴収

年度 特別徴収

公的年金特別徴収税額計

公的年金の種類

変更削回数害rJ額(円) 変更後回数割額(円) 増減額(円)

変更前回数害rJ額(円) I 変更後回数割額(円) 帥M 、利昭iこおいて岬刷、岡田腕の鳩
者であり、かっ、野自変も引き続き全消伊ド金!の三酎ムを畳iす

るら唱はイf_'fj坪金の封崎が左¢噛を柿.)1鵬肢の方自こ

よって間反するととになりま寸ので地方税波読む21条の7

ι~広場t定によって通知しま寸。

(3 ) 給与からの特別徴収 。給与の支払の際に、給与からその支払者が徴収(引き去り)します。

徴収月 |変更前月割額(円) 変更後月割 額 (円) I 増減額(円)

給与特別徴収税額計
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令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

(裏)

(この欄には、この税金の賦課の根拠となった法律及 (この欄には、イ表面の説明事項を引き続き記入する

び条例の規定の要旨、各納期における納付額を納期限 こと。)

までに納付しなかった場合において執られるべき措

置、この通知に不服がある場合における救済の方法、

取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等

を記入すること。)

(この欄には、イ表面の説明事項を記入すること。 )
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令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

イ

(表)

所得、控除等の明細 税額明細

( 1 ) 収入・所得・特別控除・繰越損 ( 1 ) 課税標準額

失等 灰分 |変更前(円) I変更後(円)

区分 |変更前(円)I変更後(円)

( 2) 市民税額

区分 変更前 変更後

均等割額

( 2 ) 所得控除 合計額

区分 |変更前(円)I変更後(円) ( 3 ) 県民税額

区分 変更前 変更後

均等割額

合計額

(4 ) 合計年税額(市開見額十県民税額)、

徴収方法ごと年税額

控除内訳 税額
変更前 変更後 差引額

(円) (円) (円)

扶養親族該当区分 合計年税額

給与特別徴

年金特別徴

普通徴収

変更前 配当割額・株式等譲渡所得割額
変更後 所得割より控除することができなかった配当

割額又は株式等譲渡所得割額の控除額

本人該当区分
変更前(円)変更後(円) 差引額(円)

配当筈IJ額又は株式等譲渡所得害l閣の合計年税

変更前
額への充当額

変更後 変更前(円)変更後(円) 差引額(円)
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令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

(裏)

(この欄には、表面の説明事項を引き続き記入すること。)
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合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E 市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省

ウ

卦 bラ 期

(
表
)

石
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県
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沢
市

石
川

県
金

沢
市
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1|

 年
度

金
沢

市
市

民
税
・

県
民
税

領
収

済
通

知
書

年
度

金
沢

市
市

民
税
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県
民

税
領

収
証

書
納

付
書

(
控
)

年
度

金
沢

市
市

民
税
・

県
民

税

話
古

l納
付

額
|

 
加

入
者

名
納

付
害

発
行

番
号

口
座

番
号

通
知

書
番

号
納

付
害

発
行

番
号

納
付

書
発

行
番

号

納
税

者
氏

名

通
知

書
番

号
納

付
額

l
 

納
期

限
l

延
滞

金

合
計

納
税

者
氏

名
納

期
限

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。
納

付
額

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
等

(
※

)

延
滞

金
納

税
者

氏
名

納
付

額
領

収
日
付
印

合
計

延
滞

金
納

期
限

合
計

取
扱

金
融

機
関

領
収

日
付
印

領
収

日
付

印

取
り

ま
と

め
局

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
の
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通
知
し
ま
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(
宛
先
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収
納

代
行

会
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金
沢
市
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計
管
理
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金
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市
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定
金
融
機
関
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金
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理
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融
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又
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収
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代
理
金
融
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こ
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領
収
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は
、

後
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証

拠
と
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て
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間
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存
し

て
く

だ
さ

い
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合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E

(裏
)

(
※
)
金
沢
市
指
定
金
融
機
関
等
と
は
、

金
沢
市
指
定
金
融
機
関
、

金
沢
市
指
定
代
理
金
融
機
関
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市
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。



合 唱 口 一ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E 市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由

(表
)

課
税

明
細

書

第
38

号
様

式
(第

8
条

関
係
)

固
定

資
産

税
・
都

市
計

画
税

年
度

闘争 卦 bラ 期う省

納
税
者

(
納

税
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理
人

)
|頁

|
/
 

所
有

者
(

登
記

名
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人
)

地
積

又
は

床
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積
評

価
額

固
定

課
税

標
準

額
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計
課

税
標

準
額

市
街
化

区
分

番
号

物
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所
在

地
番

負
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水
準

固
定

概
算

税
額

都
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概
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小
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模
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額

都
言
十
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規
模
住
宅
課
税
標
準
額

固
定

小
規

都
計

小

模
規

模

家
屋

番
号

固
定

減
Z兎

額
都

言十
1被

主党
額

固
定

一
般

住
宅

課
税

標
準

額
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計
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般
住

宅
課

税
標

準
額

固
定

一
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都
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区
分
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地
目

又
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種
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固
定

前
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額

固
定
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固
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非

宅
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税

地
目
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構
造
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不
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一
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免
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市沢金号外第 5号の6令和 2年(2020年)3月31日
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令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6

第39号様式(第8条関係)

ア

年度固定資産税 ・都市計画税納税通知書

納税者(納税管理人)住所氏名

金 沢市 公報

(表)

区分
課

土地
税

標 家屋
般

準 償却l資産
額 分

言十

様
税率

一般分算出税額

共有分割分税額

融市機税下収記関納の、受各金託期沢者日市IJに指ご納定とめ代のて納理く付金だ額融さ機をい、関。そ、れ金ぞ沢れ市収の納納期代理限金ま融で機に金関文沢市は指金定沢金市
新築住宅等軽減

軽減等 不均一課税軽減

年 月 日 減免税額

差引後額言十

金沢市長 固
合計年税額

期 叩l 第 I 期 第 2 期 第 3 期

納期限 年 月 日 年 月 日 年 月

円 円

納 付 額

連番 共有者の氏名文は名称

l 

2 

共
3 

有
4 

者

氏 5 

名
6 

表

7 

8 

9 

通知書番号 宛名番号

固定資産税(円) 都市計画税(円)

一一一一一一一

第 4 期 随 時

日 年 月 日 年 月

円 円

持分(分子)/持分(分母)

この欄には、共有の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税における連帯納税義務についての説明を記入すること。

金融機関名

指

定 預金 種別

口 口 座番 号

座 口座名義人

口座振替方法

50 

日

判



令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

(裏)

(この欄には、この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨、各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき

措置、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすへき者及び出訴期間等を記入するとともに、固定資産税及び都市計画

税の課税標準額から年税額を算定するまでの計算方法のあらましを平易な図解にして表示すること。)
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合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E 市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省

イ

卦 bラ 期

(表
)

固
石

川
県

金
沢

市
石

川
県

金
沢

市

年
度

金
沢

市
固

定
資

産
税

・
都

市
計

画
税

領
収

済
通

知
書

年
度

金
沢

市
固

定
資

産
税

・
都

市
計

画
税

領
収

証
書

納
付

書
(
控
)

年
度

金
沢

市

固
定

資
産

税
・
都

市
計

画
税

加
入

者
名

納
付

害
発

行
番

号

納
付

害
発

行
番

号
口

座
番

号
通

知
書

番
号

|
全

期
分

納
付

害
発

行
番

号

通
知

書
番

号
|

納
税

者
氏

名

|
使

用
期

限
|

 
通

知
書

番
号

納
付

額

納
税

者
氏

名
使

用
期

限

納
付

額
上

記
の

金
額

を
領

収
し

ま
し

た
。

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
等

(
※

)
納

税
者

氏
名

納
付

額
領

収
日

付
印

使
用

期
限

取
扱

金
融

機
関

領
収

日
付

印
領

収
日

付
印

取
り

ま
と

め
局

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。

(
宛
先
)

収
納

代
行

会
社

金
沢
市
会
計
管
理
者

金
沢
市
指
定
金
融
機
関

、
金
沢
市
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は

金
沢
市
収
納
代
理
金
融
機
関

こ
の

領
収

証
書

は
、

後
日

の
証

拠
と

し
て

5
年

間
保

存
し

て
く

だ
さ

い
。

ー l 日 N | |



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E

(裏
)

(※
)
金
沢
市
指
定
金
融
機
関
等
と
は
、

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
、

金
沢

市
収

納
代

理
金

融
機

関
又

は

金
沢

市
市

税
収

納
受

託
者

市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由

を
い

い
ま

す
。

闘争 う省 卦 bラ 期



合 唱 口一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E 市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省

ウ

卦 bラ 期

(表
)

石
川

県
金

沢
市

石
川

県
金

沢
市

124
f
|
 年

度
金

沢
市

固
定

資
産

税
・
都

市
計

画
税

領
収

済
通

知
書

年
度

金
沢

市
固

定
資

産
税

・
都

市
計

画
税

領
収

証
書

納
付

書
(

控
)

年
度

金
沢

市

固
定

資
産

税
・
都

市
計

画
税

加
入

者
名

納
付

書
発

行
番

号

納
付

書
発

行
番

号
口
座
番
号

通
知

書
番

号
納

付
書

発
行

番
号

通
知

書
番

号
|

納
税

者
氏

名

|
 

納
期

限
|
 

通
知

書
番

号
納

付
額

延
滞

金

合
計

納
税

者
氏

名
納

期
限

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま
し
た

。
納

付
額

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
等

(
※

)
納

税
者

氏
名

納
付

額
領

収
日

付
印

延
滞

金

延
滞

金
合

計

合
計

納
期

限

取
扱

金
融

機
関

領
収

日
付

印
領

収
日

付
印

取
り

ま
と

め
局

上
記
の
と
お
り
領

収
し
ま
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。

(
宛
先
)

収
納

代
行

会
社

金
沢
市
会
計
管
理
者

金
沢
市
指
定
金
融
機
関

、
金
沢
市
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は

金
沢
市
収
納
代
理
金
融
機
関

こ
の

領
収

証
書

は
、

後
日

の
証

拠
と

し
て

5
年

間
保

存
し

て
く

だ
さ

い
。



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E

(裏
)

(
※
)
金
沢
市
指
定
金
融
機
関
等
と
は
、

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
、

金
沢

市
収

納
代

理
金

融
機

関
又

は

金
沢

市
市

税
収

納
受

託
者

市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由

を
い
い
ま
す
。

闘争 う省
ー l u u ー ー

卦 bラ 期

第
42

号
様

式
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。



第
42

号
様

式
(第

9
条

関
係
)

そ
の

1

合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E 闘争 う省 卦 bラ 期市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由

(表
)

|市
町

村
コ

巨
E

年
度

金
沢

市
軽

自
動

車
税

(
種

別
割

)
金

沢
市

軽
自

動
車

税
(

種
別

割
)

年
度

金
沢

市
軽

自
動

車
税

軽
自

動
車

税
(

種
別

割
)

領
収

済
通

知
書

(
種
別

害
IJ)

納
税

通
知

書
兼

領
収

証
書

納
税

証
明

書

納
付

書
(

控
)

(
継
続
検
査
用
)

加
者
名入

|
日

|

加
入

者
名

納
税

者
住

所
・
氏
名

番
号

口
座

番
号

様

収
納
番
機
号

関
発
納
行
付
番
書
号

I
 

様

納
付

書
発

行
番

号
車

両
番

号

通
知

書
番

号
本

証
明

書
の

|
納

期
限

|

通
知

書
番

号
有

効
期

限

車
両

(
標

識
)

車
種

区
分

番
号

納
付

額
納

税
者

氏
名

初
度

検
査

年
月

上
記

の
車

両
番

号
の

軽
自

納
氏
税
名
者

延
滞

金

動
車

等
に

係
る

軽
自

動
車

税
(
種
別
害

1
1)

は
、

領カミ
収

ぷE
〉3、

苦ロ
t

納
付

額
通

知
書

番
号

日
付

印
欄

に
領

収
印

あ
る

も
の

に
恨

り
、

滞
納

が

取
扱

金
融

機
関

延
滞

金

な
い
こ
と
を
ま
正
明

し
ま

す。

l口
L

 
言十

右
記

の
納

付
額

を
納

期
限

納
付

額

取
り

ま
と

め
局

納
期

限
ま
で
に
金
沢
沢
市
市
指
指

定
金

融
延

滞
金

機
関

、
金

定
代

理

円
金

融
機

関
、
金

沢
市

収
納

メE
う3、

舌ロ
t

収
納

代
行

会
社

代市
理市
金税
融収
+.
..
，:
'機
納-
'c
受関 p
、又
託
者
は
金
に
納沢

車
両

番
号

及
び

本
証

明

め
て

く
だ

さ
い

。
書

の
有

効
期

限
欄

に
*

一
印

が
印

無字
効さ

れ
て

い
る

年
月

日

も
の

は
で

す
。

金
沢

市
長

固
上

記
の

金
額

を
領

収
し

ま
し

た
。

上
記

の
金

額
を

領
収

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

金
沢

市
指

定
金

闘
機

関
、

(
宛

先
)

金
沢

市
会

計
管

理
者

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
、

金
沢

市
収

納
代

理
金

融
機

関

金
沢

市
指

定
金

融
機

関
、

又
は

金
沢

市
市

税
収

納
受

託
者

金
沢

市
長

領
収

日
付

印

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
又

は
こ

の
領

収
証

書
は

、
後

日

ロ
金

沢
市

収
納

代
理

金
融

機
関

の
証

拠
と

し
て

5
年

間
回

保
存

し
て

く
だ

さ
い

。

過
年

度
分

を
発

行
す

る
際

に
は

表
題

部
に

、
「

年
度

分
」

を
記

載
す

る
こ

と
。

備
考



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E

(裏
)

(
こ

の
欄

に
は

、
こ

の
税

金
の

賦
課

の
根

拠
と

な
っ

た
法

律
及

び
条

例
の

規
定

の
要

旨
、

納
付

額
を

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か
っ

た
場

合
に

お
い

て
執

ら
れ

る
べ

き
措

置
、

こ
の

通
知

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

救
済

の
方

法
、

取
消

訴
訟

を
行

う
場

合
の

被
告

と
す

べ
き

者
及

び
出

訴
期

間
等

を
記

入
す

る
こ

と
。)

(
こ

の
欄

に
は

、
こ

の
証

明
書

の
使

用
目

的
、

注
意

事
項

等
を

記
入

す
る

こ
と

。
)

市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省 卦 bラ 期



そ
の

2

合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E 闘争 う省 卦 bラ 期市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由

(表
)

納
税

者
住

所
・
氏
名

年
度

金
沢

市
軽

自
動

車
税

(
種

別
害

1])
納

税
通

知
書

軽
自
動
車
税
(
種
別
害

1])
の
課
税
内
訳
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

(
口
座
振
替
用
)

下
記

の
納

付
額

を
、

納
期

限
ま

で
に

金
沢

市
指

定
金

融
機

車
種

区
分

車
両
(
標
識
)
番
号

関
、

金
沢

市
指

定
代

理
金

融
機

関
又

は
金

沢
市

収
納

代
理

金
区
分

初
度
検
査
年
月

通
知

書
番

号
年
税
額
(
円
)

融
機

関
で

納
め

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
あ

な
た

の
納

付
額

は
、

あ
な

た
が

指
定

さ
れ

た
預

金
口
座
か
ら
振
替
納
付
さ
れ
ま
す
。

年
月

日

金
沢

市
長

回

様

※
こ

の
納

税
通

知
書

で
は

納
付

で
き

ま
せ

ん
。

宛
名

番
号

納付額

納
期

~&
 

金
融

機
関

名

庖
舗

名

定
預

金
種

別

口
口

座
番

号

座
口

座
名

義
人



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E

(
裏
)

(
こ

の
欄

に
は

、
こ

の
税

金
の

賦
課

の
根

拠
と

な
っ

た
法

律

及
び

条
例

の
規

定
の

要
旨

、
納

付
額

を
納

期
限

ま
で

に
納

付

し
な

か
っ

た
場

合
に

お
い

て
執

ら
れ

る
べ

き
措

置
、

こ
の

通

知
に

不
服

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
救

済
の

方
法

、
取

消
訴

訟

を
行

う
場

合
の

被
告

と
す

べ
き

者
及

び
出

訴
期

間
等

を
記

入

す
る
こ
と

。
)

市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省 卦 bラ 期

相 己 主 臥 } 日 稿



令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

附則

1 この規則は、令和 3年 1月1日から施行する。ただし、第2条の 2、第2条の4第2項及び第2条の6の改正規

定は公布の日から、第6条に 1項を加える改正規定は令和 2年 4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による納付書等は、改正後の

金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
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